
矢作川自然再生検討会 

規約 

 
（名 称） 
第１条  
 本会は、「矢作川自然再生検討会」(以下「検討会」という。)と称する。 
 
（目 的） 
第２条 
 検討会は、矢作川における地域との連携・協働のもと自然の再生に取り組み、これら良好な自然環境
の回復を努めていくために多彩な視点を計画等に反映させる会である。 
  
（対象区域） 
第３条 
 検討会の対象区域は、矢作川の大臣管理区間とする。 
 
（検討内容） 
第４条 
 検討会における検討内容は以下の通りである。 
  １．自然再生計画書策定に向けた技術指導等。 
 ２．実施事業のモニタリングに対する技術指導等。 
  ３．地域連携の実施に向けた意見・指導、実施サポート等 
 ４．その他、矢作川自然再生に関する事項  
 
（構 成） 
第５条 
 検討会の構成員は別表のとおりとし、任期は特に定めない。 
  なお、検討会の構成員は必要に応じ追加する場合がある。 
 
（座 長） 
第６条 
 １．検討会に座長を１名おき、構成員の互選によりこれを定める。 
 ２．座長は、検討会を代表し、会務を総括する。 
 
（検討会） 
第７条 
 １．検討会は、構成員の過半数の出席をもって成立する。 
 ２．座長は、検討会の目的を遂行するために必要と認めた場合は、検討会に構成員以外のものの参加

を求めることができる。 
 
（公 開） 
第８条 
 検討会の資料は、希少種の保護上又は個人情報の保護上支障がある場合を除き、原則として公開す
る。 
 また、検討会は原則公開で行うものとする。 
 
（事務局） 
第９条 
 検討会の会務を処理するために事務局を置く。 
 検討会の事務局は、国土交通省中部地方整備局豊橋河川事務所とする。 
 
（規約改正） 
第１０条 
 本規約は、第５条に定める検討会構成員の発議により、検討会の議決により、改正することができ
る。議決は構成員の半数以上とする。 
 
（附 則） 
 この規約は、平成25年2月21日から施行する。 
        平成29年2月28日 改正施行する。 
       令和 6年2月20日 改正施行する。 
       令和 7年2月4日 改正施行する。 
       令和 8年2月5日 改正施行する。  
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（敬称略 50音順）  


